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議会運営委員会  

 

   日 時   令和５年１１月２０日（月）午前１０時～ 

   場 所   全員協議会室  

 

１ 令和５年第２回亀岡市議会定例会１２月議会について 

（１）議案送付 １１月２０日（月） 

（２）再  開 １１月２７日（月） 

 

２ 議案の概要説明について 

（１）概  要 （別添） 

 

（暫時休憩 幹事会へ） 

 

３ 議員提案議案について 

（１）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

○提案日   １１月２７日（月） ＜再開日＞ 

○討論、表決 １２月１８日（月） ＜最終日＞ 

○発議者    （各会派の幹事長） 

○提案理由説明、質疑、付託（省略） 

 

４ １２月議会日程案について【別紙№１】 

（１）一般質問通告期限 １１月２７日（月）正午 

※２４日（金）午後５時までにデータを事務局に提出願います。 

（２）請願書等提出期限 １１月２７日（月）午後５時 

（３）質疑通告期限   １２月 ５日（火）本会議終了時 

（４）意見書等提出期限 １２月１４日（木）午前１０時 

（５）討論通告期限   １２月１５日（金）午後４時 

 

【裏面に続く】 

※（    ）は過去の例 
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５ 再開日（１１月２７日）の議事等について 

（１）議事日程 

諸報告 

市長就任あいさつ ※先例・申合せ２９ 

第１ 会議録署名議員指名《大石議員、大塚議員》 

第２ 第１号議案から第１４号議案（提案理由説明） 

第３ 議第１号議案 

○午前９時５５分から市民憲章唱和《唱和代表：法貴議員》 

（２）諸報告 

○地方自治法第１８０条関係（１件） 

○監査（例月） 

○理事者出席要求 

 

６ 請願について 

○受理なし 

 

７ 陳情・要望について 

（１）令和６年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い 【別紙№２】 

（２）学校教材（備品）の計画的な整備推進についてのお願い【別紙№３】 

 

８ 一般質問について【別紙№４】 

（１）通告書 メールまたはＵＳＢで事務局に提出 

※質問事項（タイトル）１６文字以内 

（２）質問時間  答弁を含み１人４５分（個人質問） 

（３）質問順序  ①共産党議員団 ②公明党議員団 ③かめおか党 ④新清流会 

         ⑤亀岡社中 ⑥経政会 

（４）会派内順序 １１月２１日（火）午後５時までに事務局へ連絡 

（５）説明資料  １１月３０日（木）午後５時までに事務局へ提出（データ含む） 

   ※説明資料は、上記期限までにデータ元の使用許可を得た上で提出すること。 

議長の許可は事務局で取りまとめて一括で対応。 
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９ その他 

（１）総務文教常任委員会の提言について 

（２）議会運営上の新型コロナウイルス感染症対策について 

○消毒液の設置（傍聴者用）、会議中のドア開放、ＣＯ２濃度測定 

（３）本日（１１月２０日）の会議予定 

議会運営委員会終了後、幹事会、全員協議会、広報部会・広聴部会、 

広報広聴会議、会派会議 

（４）次回の議会運営委員会等の予定 

１２月 ４日（月）１４：００～ 議運事前調整（正副議長、正副委員長） 

５日（火）本会議終了後 議会運営委員会・幹事会 



Ver.051120 【議会期間２２日間】

日付 曜日 会 議 等 会 議 内 容 等

10:15～　市長・議長議案調整 議案概要

11:00～　議運事前調整

18 土

19 日

（当初議案送付）

10:00～　議会運営委員会（市長出席）・幹事会 議案概要、11/27の議事日程等

11:00～　全員協議会

（午後） 広報部会・広聴部会、広報広聴会議、会派会議

21 火

22 水

23 木 （勤労感謝の日）

24 金

25 土

26 日

10:00～ 【定例会再開】

＜12:00：一般質問通告期限／17:00：請願書等提出期限＞

28 火

29 水

30 木

12/1 金

2 土

3 日

13:00～　市長・議長議案調整（追加議案） 追加議案概要

14:00～　議運事前調整

10:00～ 【一般質問】（追加議案送付）

終了後　　議会運営委員会（市長出席）・幹事会、会派会議 追加議案概要、12/8の議事日程等

＜本会議終了時：質疑通告期限＞

6 水 10:00～ 【一般質問】

7 木 10:00～ 【一般質問】

8 金 10:00～ 【一般質問、追加議案等】 提案理由説明、質疑、付託

9 土

10 日

11 月 10:00～　総務文教常任委員会 付託議案審査

12 火 10:00～　環境市民厚生常任委員会 付託議案審査

13 水 10:00～　産業建設常任委員会 付託議案審査

委員会（予備日）

　　　　　　　＜10:00：意見書等提出期限＞

10:00～　市長・議長議案調整（人事議案） 人事議案概要

13:00～　議運事前調整

14:00～　幹事会（市長出席）・議会運営委員会

終了後　　会派会議

＜16:00：討論通告期限＞

16 土

17 日

10:00～　３常任委員会 委員長報告確認

終了後　　議運事前調整、議会運営委員会、会派会議 討論順序、採決順序等

終了後　【定例会休会】（午後予定） 委員長報告～採決、人事議案等

終了後　　議長記者会見、広報部会・広聴部会

4 月

5 火

令和５年第２回亀岡市議会定例会　１２月議会日程表（案）

11/17 金

20 月

27 月
諸報告、会議録署名議員指名、
提案理由説明

14 木

15 金
人事議案概要、意見書案、
12/18の議事日程等

18 月

別紙№１



























 

 

令和５年１１月○○日 

亀岡市議会議長 菱田 光紀 様 

 

亀岡市議会議員 ○○○○○○ 

 

令和５年１２月議会 一般質問通告書 

 

 

 

会派名：○○○○○○ （代表・個人） 

質問方法（ 一 括 ・ 一問一答 ） 

次のとおり通告します。 

 

 

 

質問事項 

 

質問要旨 

 

答弁者 

１ ○○○につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 空き家の適正

管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

（１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

（２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

空き家の放置は、近隣の生活環境を阻害し、不審者

の侵入や放火などを誘発する恐れもある。また、災害

時に倒壊する危険や住民の避難活動の妨げにもなりか

ねない。生活環境の保全、災害時の安全確保、犯罪の

未然防止の観点から空き家の適正管理が求められる。 

（１）空き家の調査をどのような頻度で行い、市内に

長期間放置された空き家がどれくらい存在するか

把握しているか。 

（２）管理不十分な空き家は近隣住民にとって危険な

箇所と認識しているか。 

（３）空き家の所有者に対してどのような呼びかけ、

連絡を行っているのか。 

 

○○ 

○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

所管部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体裁 
・BIZ UD ゴシック、フォントサイズ 10、 

英数字・記号（カッコなど）は全角とする。 

・表のサイズを変えない。 

・ページがまたがる場合は、表を分割しない。 

質問要旨に係る項目を 

項目番号（スペース）・ 

「～について（１６文字

以内）」で記入。 
質問順序は、機構の建制順を

原則とするが、質問構成の 

意図による順序立ても可と

する。 

＜記入の仕方＞ 

以下、例示 

質問事項の項ごとに 

答弁者を記入 
・市長 

・副市長 

・病院事業管理者 

・教育長 

・所管部長 

・行政委員会の委員長等 

質問の意図が伝わるよう、まず、質問の趣旨・背景（課

題や問題点等）を３～５行以内に要約して簡潔に記入。 

（原稿をそのまま掲載しない。） 

注意点 

■ 具体的に通告する。（先例・申合せ１１９） 

・細分化し、具体的に記載する。 

・市政における一般事務に限る。 

・重複のないよう会派内で調整を行う。 

■ 名称（例：道路・河川・橋梁・施設・事業・施策名等）

は、正式名称を記載する。 

■ 質問事項（タイトル）１６文字以内 ※8/10 議運決定 

※組織機構の建制順 

市長公室・政策企画部・生涯

学習部・総務部・環境先進都

市推進部・市民生活部・健康

福祉部・こども未来部・産業

観光部・まちづくり推進部・

会計管理室・上下水道部・市

立病院・教育委員会・選挙管

理委員会・公平委員会・監査

委員・農業委員会 

そして、質問内容を（１）､（２）の箇条書き

の質問形で具体的に記入。 
（「～について」は質問とならない。） 

別紙№４



 

５議第    号 

令和 年 月 日 

 

 亀 岡 市 長 桂 川 孝 裕 様 

 亀岡市教育長 神 先 宏 彰 様 

 

亀岡市議会総務文教常任委員会    

委員長 松 山 雅 行   

 

学校給食に係る提言 

 

 本市は、令和４年８月２２日に「子どもファースト」を宣言し、その具体的取

組の一つとして、「中学校給食の早期実施」を掲げ、亀岡市学校給食検討懇話会

を設置し、今後の学校給食の在り方を検討されています。本委員会においても、

学校給食についての行政視察を実施するなど、研究・議論を重ねてまいりました。  

中学校給食については、現在、選択制デリバリー弁当を実施されているものの、

喫食率が低く、食育の要素はありません。また、小学校給食の継続実施と併せて、

現学校給食センターの改修または建替えの問題、中学校給食の実施に係る施設

整備の問題などハード面において多大な費用が必要な状況です。ただ、学校給食

の適正実施は学校給食法に基づいた地方自治体の責務として、一定の予算措置

は当然のことであり、様々な手法がある中で、より効果的で効率的な施策の選択

が大変重要となっています。さらには、令和６年度に育親学園が開校し、令和８

年度から育親学園の自校給食の実施が決定している中において、他校の給食の

進め方も考えていかなくてはなりません。このような状況において、総務文教常

任委員会として、下記のとおり提言いたします。  

 

記 

 

１ 中学校給食の新規実施をはじめ、小学校の給食継続を含めた「学校給食」の

在り方について、様々な手法のメリット・デメリットを十分に研究するとと

もに、必要に応じて手法を組み合わせるハイブリッド方式等、多様な選択肢

についても検討を重ねられたい。その上で、早期に本市にふさわしい最善の

方向性を示されたい。 

 

２ 食育基本法における「食育」の理念に基づき、給食も大切な教育の一環であ

ることの認識を持ち、適正に推進されたい。 

 

（裏あり） 

（案） 



 

３ 選択制デリバリー弁当の量が多いため、選択していないというアンケート

結果や、家庭から持参した弁当も給食時間の関係から少なめにしていると

の声を聞くが、成長段階にある中学生の食事量が減ることは、身体の発育に

重大な支障をきたす懸念があるため、給食実施後は年齢に見合った量の食

事が取れるように、魅力のある給食の提供、給食時間や環境等の確保、人員

配置について十分に配慮されたい。 

 

 

 

総務文教常任委員会 委 員 長  松 山  雅 行 

副委員長  三 上  泉 

委  員  竹 内  博 士 

小 林   仁 

浅 田  晴 彦 

原野 実生子 

福 井  英 昭 

山本 由美子 


